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eCODOについて





eCODOとは 最新情報 フィードバック トライアル版 eCODO参加方法 導入保守情報 よくある質問

ページのトップへ戻る

eCODOとは 

＜eCODO紹介パンフレット＞

eCODOの概要 

 eCODOは，医療サービスの中で隔離・身体拘束をはじめとする行動制限と精神科救急医療に焦点
をあて，質を測定し質向上に向けた管理に寄与できるシステムです．各施設が実際に入力や帳票出

力などの操作を行う“ eCODOエッジサーバ”と，各施設から集約されたデータをもとにフィードバックを
行う” eCODOセンターサーバ”から成り立っています． 
 
 eCODOエッジサーバは，各医療機関に設置するもので，データ入力や帳票出力などの実務的な役
割を担っています．各施設内では，既存のLAN環境の中にサーバを設置し，既存のクライアント端末
でInternet Explorer，FireFox等のブラウザ画面で操作します． 
 またeCODOエッジサーバは，2つのコンポーネントから構成されています．ひとつは，行動制限に関
するコンポーネントで，SRD（Seclusion/Restraint Database）と呼ばれます．もうひとつは，精神科
救急医療における治療内容やアウトカムなどの総合的な臨床指標をカバーするコンポーネントで，

PQR （Psychiatr ic Qual ity Registry）と呼ばれます．正式名称：The Registry of Inpatient 
Indicators in Emergency and Acute Psychiatry Settings for Qual i ty Assurance（品質保証を目
的とした精神科救急及び急性期病棟群入院患者指標レジストリ）  

 

 各施設で集積されたデータは，Webサーバを介してeCODOセンターサーバに集約されます．
eCODOセンターサーバは，国立精神・神経医療研究センター（NCNP）内に設置されています．
eCODOセンターサーバでは，集約されたデータを分析し，各登録医療機関に平均値や順位などをフ
ィードバックします．多施設が参加するネットワークによる相互評価は，本来の医療の質の向上のた

めに大変有用となります． 

eCODOとは 

ごあいさつ 
 

eCODOの概要  
 

SRD 
 

PQR 
 

お問い合わせ  
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HPトップページ等について
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メディアカンファレンスについて
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専門外来について





もの忘れ外来（http://www.ncnp.go.jp/hospital/guide_s_outpatient/detail02.html） 

 「もの忘れ外来」とは、もの忘れが気になっている方のための外来です。  

 高齢になるともの忘れが多くなってきます。その多くは年齢相応の自然なものですが、もしかしたら認知症
がはじまったのではないか、と不安に思っている人のために開設されたのが「もの忘れ外来」です。その人

のもの忘れが、自然なものなのか、病的なものなのかを診断し、その症状に応じた適切な治療を行いま

す。 

ご案内 

 当院では、全国に先駆けて 1994年に「もの忘れ外来」を開設し、認知症の早期診断と早期治療を行って
参りました。その後、認知症疾患の診断技術は進歩し、治療薬も開発されて来ており、現在では全国の大

学病院等の精神科、神経内科、老年病科などでも同様の診断・治療を受けることができるようになりまし

た。 

 私たちは、地域の保健・福祉・介護・医療機関と密接な連携を取り合いながら、よりよい治療を進めること
が大切であると考えています。特に、ご高齢の方は、認知症以外にも高血圧、心臓病、糖尿病、高脂血症

などの疾患を伴うことが多く、これらの命取りになりやすい病気は内科的な健康管理が不可欠です。したが

って当院の専門外来において認知症と診断され、薬物治療の必要が生じた場合は、原則として、日常的に

ご本人の全般的な健康を管理して下さっているご近所の「かかりつけ医」（家庭医）の元で、認知症の治療

をお受けになることをお勧めしています。 

 また、介護についてのお悩みや介護保険についてのご相談は、まずお住まいの地域の市役所老人福祉
課などの各種窓口をご利用下さい。各種申請用の診断書や主治医意見書の作成もかかりつけ医に行って

いただくのがご便利です。 

 このような経緯、現状を踏まえて、当病院のもの忘れ外来の役割は、下記の３点と考えております。 

1. 認知症の早期の発見と診断、そして治療方針の決定  
2. 他の医療機関では実施していない高度･特殊な検査の依頼（紹介状が必須です） 
例）脳機能画像（SPECT 他）検査、CFSマーカー検査  

3. 1）、2）に基づく、かかりつけ医（家庭医）等への適切な継続診療のご紹介  

 以上の趣旨をご理解の上で受診をご検討下さいますようお願いいたします。 

受診について 

「もの忘れ外来」の受診がお役に立つ方 

 「軽度のもの忘れがあるが、病気の始まりかどうか」と悩んでおられる方 

※当院は精神･神経疾患の専門病院であり、老年内科･老年外科は設けておりません。 



 ご高齢の方、重篤な内科･外科疾患をお持ちの方は、当院での継続診療は困難なので、老人専門の総
合医療機関の受診をお勧めします。 

高齢者の精神状態が急に異常になった場合 

 75 歳以上の高齢者がある日突然、「いないはずの人の姿が見えると言って騒ぐ、辻褄の合わないことを
言い、意思の疎通が出来ない、興奮して動き回り、落ち着かず夜も寝ない」などの症状を示す場合は、急

性脳障害であるせん妄（せんもう）の可能性があります。この場合には、早急な治療が必要です。すぐに一

般内科、老年内科のある病院を受診することをお勧めします。 

 その結果、精神科の受診を勧められた場合には、当院を含む精神科の一般外来を早めに受診して下さ
い。  

高齢者の認知症で幻覚・妄想・運動興奮が強く、入院が必要と思われる場合 

 認知症にともない幻覚・妄想・運動興奮が強い場合は、高齢者認知症治療病棟をもつ病院を直接受診さ
れることをお勧めします。 

診察について 

検査 

 その方の症状により異なりますが、一般的には以下のような検査を行い、病気かどうかを診断していま
す。  

1.神経心理学的検査 

 もの忘れや生活の支障が認知症といえるものなのかどうかを調べます。 

1. 一般知能検査(長谷川式簡易認知症検査など)で知能の低下の有無を確認します。  
2. 記憶機能検査(物語、単語、図形など)や注意機能検査、言語機能検査などで障害の詳しい程度を
調べます。  

2.脳画像検査 

 脳の壊れた部分があるか、機能の低下した部分があるか調べます。 

1. MRIや XCTで、脳梗塞、脳出血、脳の萎縮を調べます。  
2. SPECT(脳血流検査)で脳の働きが十分かどうか調べます。  

 ※上記検査一式を行うには通常４～５回ほど通院していただくことになります。 

3.特殊な検査 

 CSF マーカー検査は医師が必要と判断した方に限り、ご本人とご家族の同意の上で実施します。  



治療 

 当院では主に以下の治療を行います。 

1. 薬物療法  
2. 生活指導  

 ※症状によって異なりますので、詳しくは診察を担当する医師に診察結果とともにおたずね下さい。  

早期診断 , 早期治療の重要性 

 たとえ認知症と診断されたとしても、早い段階で治療を始めれば進行を遅らせることができます。また、疾
患によっては適切な治療に症状を改善させることができます。 

 早期の診断、治療をおすすめします。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。  



うつ病専門外来（http://www.ncnp.go.jp/hospital/guide_s_outpatient/detail03.html） 

特色 

 当病院のうつ病専門外来の特色は、下記の 3 点です。 

1. うつ病を専門とする医師による診断と治療の再評価  
2. 他の医療機関では実施していない高度・特殊な検査 
例）デキサメサゾン抑制試験、近赤外線分光法、血液検査、プレパルス抑制試験  

3. 1、2 に基づく、現在の主治医への情報提供  

うつ病専門外来について 

 当病院のうつ病専門外来は、以下のあてはまる方を対象としています。  

◆現在うつ病と診断されて治療を受けている方で、うつ病の専門医に意見を聞きたいとお考えの方  

◆専門的な検査を受けたいとお考えの方  

 現在までの経過や受けていらっしゃる治療について詳しく伺い、そこで得られた情報に基づいて今後の治
療についての情報提供を行います。 

 希望される方には専門的な検査を行い、結果をお知らせします。 

 うつ病専門外来受診後は、原則として現在かかられている医療機関での治療を継続していただきます。
また希望に応じて半年に一回をフォローアップを行います。 

 詳しい流れは、うつ病専門外来(PDF:122KB)についてをご参照下さい。  

診察の予約方法 

 うつ病専門外来は完全予約制です。 

紹介状について 

 現在の主治医の先生の診療情報提供書（紹介状）をすでにお持ちの方についてのみ診察予約をさせて
いただいております。 

 現在の主治医からの診断情報提供書（紹介状）を必ずご用意下さい。 

 予約は予約センターへお電話いただき、うつ病専門外来の受診希望と診療情報提供書（紹介状）をお持
ちのであることをお伝え下さい。  

予約センター（042-346-2190、平日 9:00～12:00（初診） 13:00～16:00（再診））  



睡眠障害外来（http://www.ncnp.go.jp/hospital/guide_s_outpatient/detail07.html） 

 睡眠障害専門外来では、日本睡眠学会睡眠医療認定医師による診断・治療、日本睡眠学会睡眠医療
認定検査技師による検査を行っています。 

 不眠などの睡眠問題に加えて、食欲低下、意欲低下、強い不安などの症状がある場合には、うつ病が隠
れている可能性が高いので、まず精神科を受診されることをおすすめします。また、18歳以下の方で、登校
できないなどの学校問題がある場合には学校医、スクールカウンセラーに先にご相談の上で、睡眠障害が

疑われる時に紹介状をお持ち下さい。 

 以下のような症状がある場合は睡眠障害が強く疑われます。 

1. 一ヶ月以上にわたり不眠症状が続いている（寝つきが悪い、夜中に目覚めて苦しい、朝早く目覚めて二
度寝ができない、熟眠感がない）。  

2. 眠り出すと息が止まる  
3. 夜になると、足や手を動かさずにいられない非常に不快な感覚があり、寝付けない（ムズムズ、突っ張る、
痛いなど）  

4. 眠っているのに手足や頭が動き続ける  
5. 眠っていて突然大声を上げたり、歩き回ったりする  
6. 夜中に突然足がつる（こむら返り）、パニック発作が起こる  
7. 夜、十分に睡眠をとっているはずなのに、昼間に居眠りを繰り返す  
8. 睡眠時間がとても遅くて直せない、昼夜逆転になっている、不規則で毎日ばらばらである  

診察の予約方法 

 睡眠障害専門外来は完全予約制です。 
予約センター（042-346-2190、平日 9:00～12:00（初診） 13:00～16:00（再診））に電話していただき、睡眠
障害専門外来の予約をお取りください。  
 問診票と睡眠日誌を以下よりダウンロードしていただき、予約日まで記入してお持ちください。かかりつけ
の医療機関がある場合は紹介状を書いていただき、持参してください。 

•問診票（PDF:89KB）  
•睡眠日誌（PDF:94KB）  

 睡眠障害専門外来は火曜・水曜に行っています。ご希望の日時で予約が取れない場合もございますの
でご理解をお願いいたします。 

 治療により症状が安定した場合は、治療を引き続き行える近隣の医療機関をご紹介しています。 

担当医プロフィール 

三島和夫（精神保健研究所・精神生理部部長）  
日本睡眠学会睡眠医療認定医、日本睡眠学会理事、日本時間生物学会理事、日本精神神経

学会専門医、リタリン登録医師  



亀井雄一（国立精神・神経医療研究センター・臨床検査部睡眠障害検査室医長）  
日本睡眠学会睡眠医療認定医、日本睡眠学会評議員、日本精神神経学会専門医、臨床精神

神経薬理学会専門医、リタリン登録医  
  



mECT 専門外来（http://www.ncnp.go.jp/hospital/guide_s_outpatient/detail08.html） 

修正型電気けいれん療法 
（modified electroconvulsive therapy; mECT）専門外来 

 「mECT専門外来」は mECTを希望している方、mECTについて相談したい方、主治医より専門外来受診
を勧められた方のための専門外来です。 

 mECTをお知りになりたい方はこちらをご覧ください。 

精神科Ｑ＆Ａ・電気けいれん療法 

当病院の mECTの特色は下記の 4点です 

1. mECTマニュアルやクリニカルパスを使用しており、手技が高いレベルで標準化されている。  
2. 年間 1500回前後の治療回数を経験している。  
3. 全例修正型（無けいれん）で行っている。  
4. 専門的な知識を習得した医師、看護師、精神保健福祉士などで運営している。  

mECT専門外来の役割 

 もっとも重要な役割は、現在の病状が（1）mECTの適応となるのかどうか、（2）mECT を行うことで改善す
る見込みがあるのかどうか、を判断してお伝えすることです。 

 （最終的な適応判断は mECTを専門にしている医師、看護師、精神保健福祉士により行われます） 

mECT終了後 

 mECT終了後は紹介元の医療機関へお戻りいただくことになります。その際 mECT 前後の病状を記載し
た紹介状をお渡しいたします。 

診察の予約方法 

 mECT専門外来は完全予約制です。 

 診察を希望される方は当院の予約センター（042-346-2190、平日 9:00～12:00（初診） 13:00～16:00（再
診））へお電話をいただき、mECT専門外来の受診を希望していることをお伝えください。 

予約にあたってのお願い 

1. 現在医療機関におかかりの患者様向けの専門外来です。  
2. mECT専門外来あての診療情報提供書をお持ちください。  
3. ご家族と来院されることをお勧めします。 
4. mECT終了後は紹介元の医療機関にお戻りいただくことになります。   



薬物依存症（http://www.ncnp.go.jp/hospital/guide_s_outpatient/detail10.html） 

薬物依存症とは 

 薬物依存症とは、自分の意志では薬物の使用をコントロールできなくなってしまう障害です。薬物のせい
で仕事や信用を失ったり、家族がバラバラになったり、逮捕されて刑務所に服役したり、あるいは精神科病

院に入院したりしても、なかなか薬物をやめることができません。「もう二度と使わない」と何回も誓い、「こ

れが最後の一回」と何十回も決意しながらも、また手を出してしまう。つまり、「わかってはいるけどやめられ

ない」、それが薬物依存症なのです。 

 薬物依存症はれっきとした精神医学的障害です。決して意志が弱いからでも反省が足りないからでもあり
ません。そして精神医学的障害である以上、いくら説教や叱責、あるいは罰を与えても、それでよくなるもの

ではないのです。なぜなら、薬物を使ったことのある脳は、いつまでも薬物の快感を記憶していて、自分でも

気づかないうちに、その人の思考や感情を支配してしまうからです。ですから、薬物依存症に対する専門治

療が必要なのです。  

薬物依存症外来の特色と治療の内容 

 わが国の薬物関連障害の医学的治療は、もっぱら幻覚や妄想といった中毒性精神病の治療に終始し、
より根本的な問題である薬物依存症に対する治療はほとんど顧みられないできました。そのような現状を

変えるために、私たちは、当専門外来において、薬物依存症に対する専門的治療を提供したいと考えてい

ます。 

 その具体的な内容は以下の通りです。 

◆薬物依存症に対する個人精神療法 : 薬物依存からの回復に役立つ助言や提案、動機付け面接、社
会資源に関する情報提供を、依存症患者本人に対して行います。また、受診に同行する家族への相

談にも、適宜対応いたします。  
◆薬物依存症に対する集団精神療法 : 患者さん数名のグループを対象として、集団認知行動療法によ
る治療を行います。  

◆薬物関連精神障害に対する薬物療法 : 薬物に関連する様々な精神的な問題のなかでも、入院を要し
ない比較的軽症の症状に対する薬物療法を行います。  

※薬物依存症外来で実施される治療プログラムには、入院治療は含まれておりません。あくまでも外来だ

けの治療プログラムです。 
※薬物依存症外来では、国立精神・神経医療研究センターの精神保健研究所薬物依存研究部と病院と

の共同研究の一環として、薬物依存症に対する有効な治療方法を開発するための研究も行っておりま

す。受診した患者さまには研究に対するご協力をお願いしていることを、あらかじめご了承いただきたく

存じます。 

薬物依存症外来の対象患者さま 

薬物依存症外来がお役に立てる患者さまは以下のような方です。 



◆覚せい剤や大麻などの規制薬物を「やめたい」と考えている方、あるいは、自分自身ではまだ迷いが

あるが、周囲からは「やめた方がよい」といわれている方  
◆向精神薬や鎮痛剤を治療以外の目的で用いていて、自分では「やめなければいけない」と思っている

方、あるいは、自分自身ではまだ迷いがあるが、周囲からは「やめた方がよい」といわれている方  
◆薬物の後遺症による幻覚（幻聴・幻視）や妄想、あるいは気分の変動や興奮性といった症状が、日常

生活に支障があるほど重篤ではなく、入院治療を必要としない方（私たちが提供できるのはあくまでも

外来治療です。したがって、外来治療では薬物をやめていくことが困難と考えられる病状の患者さま、

あるいは、中毒性精神病が重い患者さまの場合には、ご要望に応えることができません）。  
◆なお、他の精神科医療機関に通院中で、すでに精神症状に対する薬物療法などの治療を受けている

患者さんが、「薬物依存症」だけの治療を目的として、当専門外来を利用することも可能です（ただし、

その場合には当院における通院治療は、自立支援医療による通院費補助の対象とはならない場合が

あることをご了承下さい）。  
 
受診申し込み方法と治療のながれ 

1.受診申し込み方法  

 当専門外来への受診を希望される方は、下記のメールアドレスに E メールでご連絡を下さい。 

yakubutsuizon@ncnp.go.jp 

 その際、メールのなかで以下の 1～14 の項目について必ずお教えください。 
なお、メールで回答していただいた情報に関しては、診療以外の目的で使用することはいっさいありません。 
診療上の守秘義務は守られますので、安心して正直にお教えください。 
（メールの本文に以下の質問文を「コピー＆貼り付け」していただくと便利です） 

１．氏名：          性別：    

２．生年月日：19  年  月  日生まれ  年齢： 歳  

３．連絡先の電話番号 : 

４．現住所： 

５．現在、体の病気で治療を受けている方は、その病名をすべて書いてください： 

６．過去に１回でも乱用したことがある薬物の名前をすべて書いてください： 

７．現在、薬物の乱用が止まっていない方、あるいは止まっているけれど、「また使ってしまうかも」と不安を感じている方の場合、治療を

受けたいと思っている乱用薬物の名前をすべて書いてください： 

８．現在、薬物の乱用が止まらないこと以外に、困っている症状（たとえば幻聴や不眠）がありましたら、くわしく書いてください： 

９．現在、薬物の乱用が止まっている方の場合、後遺症として困っている症状（たとえば幻聴や不眠）がありましたら、くわしく書いてくださ

い： 



10．現在、お酒は飲まれますか？毎日アルコールを飲んでいる方は「毎日」、毎日ではないがときどき飲む方は「ときどき」、全く飲まない

方は「飲まない」とお答えください： 

11．これまで精神科で治療を受けたことがある方は、何年（または何歳）頃に、何という名前の病院（またはメンタルクリニック）に通院（ま

たは入院）したことがあるか、すべて書き出してください： 

12．これまで薬物を乱用した結果（たとえば覚せい剤取締法違反）、逮捕・補導あるいは服役したことはありますか？「ある」または「ない」

で答えてください： 

13．これまで薬物とは直接関係のないこと（たとえば放火、窃盗）で逮捕・補導あるいは服役したことはありますか？「ある」または「ない」

で答えてください： 

14．以上のほかに、何かご質問やご要望などございましたら自由にお書きください： 

2.受診日決定のご連絡 

 上記のメールを受け取ってから、当専門外来での治療が役に立つ病状であるかどうかを判断させていた
だいたうえで、2～3日以内（休日・祝日が続く場合にはもう少しお時間をいただく場合があります）に、Eメー
ルにて返信させていただきます。 

 原則として、その返信のなかで受診予約日についてお知らせさせていただきますが、場合によっては、患
者さまの病状についてもう少しくわしくお教えいただくために、追加の質問をさせていただくこともあることを、

ご了承いただきたく存じます。 

 また、一度決定した初診日がどうしても都合が悪くなった場合には、予約申し込みをしたメールアドレス
（yakubutsuizon@ncnp.go.jp）に Eメールにてご連絡ください。 

なお、現在、他の精神科医療機関通院中の方の場合には、必ず主治医の先生からの紹介状（診療情報

提供書）を持参して受診するようお願いいたします。 

3.治療の流れ  

 まず初診において専門的な病状評価を行い、次回から本格的な治療が行われます。なお、薬物依存症
外来では、初診担当医と再診担当医が異なります。したがって、受診された方の主治医となるのは再診担

当医ということになります。再診日の詳細については、初診時にご説明致しますのでご了承下さい。 

初診担当（毎週木曜日 9:00～12:00） 

最初の重症度評価を行います。 

松本俊彦（毎月第 1, 3, 5 木曜日担当）  
国立精神・神経医療研究センター病院精神科医師，国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所薬物依存研究部 診断治療開発研究室長 , 精神保健指定医 , 精神保健判定医 , 
精神神経学会精神科専門医・指導医  



和田 清（毎月第 2, 4 木曜日担当）  
国立精神・神経医療研究センター病院精神科医師，国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所薬物依存研究部 部長 , 精神保健指定医 , 精神神経学会精神科専門医  

再診担当（原則として金曜日） 

主治医として治療を担当します。 

小林桜児  
国立精神・神経医療研究センター病院精神科医師 , 精神保健指定医 , 精神神経学会精神科
専門医  

  



飲みこみ外来（http://www.ncnp.go.jp/hospital/guide_s_outpatient/detail11.html） 

 飲みこみ外来は、飲みこみの障害（嚥下障害）がある、もしくは障害が疑われる神経筋疾患や精神疾患
の患者さまを対象とした専門外来です。神経内科医が診察し、嚥下機能を評価するための各種検査を行

います。嚥下障害があると診断した場合、誤嚥性肺炎や窒息のリスクを減らすため、当院のスタッフが治

療を行います。 

飲みこみ外来の受診をお勧めする患者さま 

 次のような症状に患者さまご本人やご家族が気付いた場合、飲みこみ外来の受診をお勧めします。 
•食事がとれず、徐々に体重が減ってきた  
•よだれが多い  
•口の中に食べ物のかすが残る  
•硬いものが食べにくい  
•食べ物を飲みにくい、のどに引っかかる  
•食事中や水を飲んだ時にむせる、せき込む  
•痰が絡んだ声になる  
•食事に時間がかかる  
•咳と一緒に食べ物のかすや汚い痰が出る  

当院で行う主な診療 

 一般的な嚥下障害のスクリーニング検査のほか、嚥下造影検査、筋電図検査など嚥下機能を評価する
ための専門的な検査を行っています。また、嚥下障害の原因を調べるためMRIなどを使った画像診断や特
殊な血液検査も行っています。神経内科、精神科、歯科、リハビリテーション科などが連携し、診療科を越

えて、治療を行っています。 

診察の予約方法 

 飲みこみ専門外来は毎週火曜日の午前中に行っています。予約制ですので、診察希望の方は当院の予
約センター（042-346-2190、平日 9:00～12:00（初診） 13:00～16:00（再診））へご連絡ください。 
 現在、他の病院に通院中の患者さまでも、当飲みこみ外来を受診することができます。その場合、できる
限り紹介状などの資料をご持参ください。当院で嚥下造影検査を行い、その結果をかかりつけの医療機関

に送るサービスもしています。 
 飲みこみ外来は神経筋疾患や精神科疾患患者さまの専門外来です。脳血管障害による嚥下障害は診
察しておりませんのでご了承ください。 
担当者プロフィール 
山本敏之 日本神経学会専門医、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会評議員、嚥下認定士  
福本 裕  歯科医師、インフェクションコントロールドクター  
臼井晴美 摂食・嚥下障害看護認定看護師  
織田千尋 認定言語聴覚士（摂食・嚥下領域）  
宮本雅子 言語聴覚士  
中山慧悟 言語聴覚士  



資料 21

統合失調症におけるコンピューターを用いた認
知機能改善プログラム





統合失調症におけるコンピュータを用いた認知機能改善プログラムについて 

 
 

 認知機能障害そのものの改善を狙ったリハビリテーション技法として認知機能リハビリテーシ
ョンが近年注目されている。McGurkらは Thinking Skills for Work Programと称する就労支援
プログラムを開発し、その一部として「Cogpack」と呼ばれるソフトを用いた認知機能リハビリ
テーションを実施している。「Cogpack」はドイツのコンピュータソフト会社である Marker

Softwareが開発した精神障害をもつ人のための認知機能リハビリテーション用ソフトであり、注
意、集中、精神運動速度、学習、記憶、遂行機能の６つの領域をトレーニングするための短いゲ
ーム課題のパッケージになっている。トレーニングは１回 45-60 分のセッションが１週間に 2-3

回、概ね 12週間実施される。実施にあたっては、初回の 6セッションは上記の６つの認知機能領
域を網羅するようにゲームの選択がなされ、その後のセッションでは参加者の希望するゲーム課
題やスタッフからみて参加者のリハビリテーションに有用と考えられるゲーム課題が適宜選択さ
れる。当院では厚生科学研究による効果研究に参加した後、本法の効果が立証されたのでデイケ
ア等の治療プログラムに導入して実施しているものである。下記の文書は患者への説明用文書で
ある。

【認知機能リハビリテーションについて】

☆認知機能リハビリテーションとは？
認知機能リハビリテーションとは、「Cogpack」というコンピュータソフトとグループ活動によっ
て、脳の記憶力や集中力、問題解決能力などを養うプログラムです。
☆認知機能リハビリテーションのいいところはなに？
認知機能リハビリテーションをしっかり行うと、ものわすれが減ったり、注意力が上がったり、
またややこしい問題を順序立てて考える、計画を立てて考える、といった力をつけることができ
ます。また、これらの力を普段の生活でどのように役立てたらよいかについても、学ぶことがで
きます。さらに海外の研究で、このようなリハビリテーションが将来の就労や社会参加に役立つ
といわれていますが、日本では実際どのように役立つのかまだわかっていません。
☆認知機能リハビリテーションはどんな風に行うの？
○認知機能リハビリテーションはコンピュータソフトを用いたトレーニングとグループ活動で構
成されています。

○コンピュータソフトを用いたトレーニングは火曜日と金曜日の１３時３０分より、１時間程度
行います。このトレーニングによって脳の基礎的な力を鍛えます。トレーニングはスタッフが
お手伝いしながら、みなさんが１人で行います。ゲームはどれも簡単です。みなさんの好きな
ゲーム、取り組みたいゲームを中心にして実施しますので楽しみながら取り組めます。

○グループ活動は金曜日の１５時より１時間程度行います。グループ活動ではコンピュータトレ
ーニングにより上手に取り組むためのコツや、コンピュータトレーニングで練習したことを
日々の生活に応用するための工夫についてみなで話し合います。参加者は同時期にコンピュー
タトレーニングに参加する５名程度を予定しています。

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
コンピュータトレーニング
（午後１時３０分から１時間） ○ ○
グループ活動
（午後３時から１時間） ○
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家族会の年間スケジュールについて
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説明と同意及び説明書･同意書に関する基準
について
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説明と同意及び説明書・同意書に関する基準

第１章 説明と同意

（目的）

第１条 この基準は、医的侵襲の違法性を阻却するため、病院は充分な説明を行って患者

の情報欠如を補完し、患者の主体的な判断により医療行為の具体的内容を確定しなけれ

ばならない。医師の裁量権と患者の自己決定権の調和を図りながら、努めて患者の真の

意思を遵守することを目的とする。

（説明書･同意書の作成）

第２条 次の各号の場合には、医療上に適応の行為であっても、説明書・同意書が作成さ

れなければ、当該行為を実施することはできない。

一 入院診療計画書

二 手術を施行する場合。

三 「説明書・同意書を必要とする検査・処置等」に掲載した行為を実施する場合。

四 医療慣行によるもののほか、当該患者の意思解釈を超えた程度もしくは結果の医的

侵襲を伴う可能性がある行為を実施する場合。

五 療養指導などの経時的交渉において、とくに患者等の同意が必要な場合。なお、同

意の確認を伴わない説明に際しては 「病状の説明書」などの説明記録用紙を作成す、

る。

（緊急時の例外）

第３条 患者の容態が緊急の治療を必要とし、患者または代理人の意思確認が不可能であ

る場合は、説明書・同意言の作成が事後になっても構わない。なお、緊急時であっても

説明義務が排除されるべきではなく、むしろ、実施した行為について患者の遺憾のない

よう配慮をしなくてはならない。

（説明書・同意書を作成できないときの報告）

第４条 説明書・同意書を作成できないときには、職務上の命令系統を経て、遅滞なく病

院長に報告をしなくてはならない。

２ 説明書・同意書を作成できないときには、その理由を診療録に記載すること。

（同意範囲を越えた治療の禁止）

第５条 病院は説明した範囲内の行為であっても、患者が実際に同意した範囲を越えて、

これをすることはできない。

（不同意）

第６条 患者が病院の説明に同意しない場合には、当該行為を実施することはできない。
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ただし、精神保健福祉法に則り実施される医療行為については、その限りではない。

２ 患者が病院の説明に同意しない場合には、診療録に記載する必要がある。

（強要の禁止）

第７条 病院は患者に同意を強要してはならない。

２ 同意をしなかった患者に不利益を与えてはならない。

（結果保証の禁止）

第８条 説明において、一定の結果を相当程度確実に達成できる場合を除き、提供する医

療の結果保証をすることはできない。

（複合同意）

第９条 二つ以上の行為を同時に実施する場合で、かつ、これを同一の機会に説明したと

きには、説明の内容を複合して同一の説明書に作成することができる。

２ 前項の場合には、同一の同意書で同意することができる。なお、この場合には同意の

範囲を明記する必要がある。

（同意者の身分）

第１０条 同意者の身分は、次の各号による。

一 患者が１５歳未満の場合は、患者に同意能力は認められない。親権者がこれに代わ

る。

二 患者が１５歳以上の未成年で判断能力がある場合には、患者本人と親権者の双方の

同意による。ただし、未成年者の婚姻によって、親権から解放された場合は、成年の

場合の規定を準用する。

三 患者が１５歳以上の未成年で判断能力がない場合には、親権者の同意による。

四 患者が成年で判断能力がある場合は、患者本人の同意による。

、 、 、 、五 患者が成年で判断能力がない場合には 配偶者または保護者 法定代理人 後見人

近親者（注）がこれに代わる。

六 知人、友人、通行人、職務上の消防職員及び警察官等は、同意能力を認めない。

（同意能力の時期）

第１１条 同意者は、同意する時において、その能力を有しなければならない。

第２章 説明書・同意書

（書面化）

第１２条 説明した内容は、書面に明文化しなければならない。

２ 患者の同意の意思表示は、同意書の書面によって行うものとし、口頭によるものを認

めない。
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（作成者）

第１３条 説明書は、患者の直接の受持医（担当医）もしくは主に説明を行い、同意を求

めた医師が作成する。

（提出義務）

第１４条 説明書の作成者は、説明書・同意書を病院長に提出しなければならない。

（説明書の共有）

第１５条 説明書は、患者と病院が共有する。

（署名または捺印）

第１６条 説明書には、説明者及び患者の署名または捺印が必要である。なお、この場合

の説明者の署名または捺印は、当院の職員に限られる。

、 。 、２ 同意書には 患者の署名または捺印が必要である 患者の代理人が同意した場合には

患者名を代理人が署名して、代理人の署名または捺印および続柄を併記する。

３ 患者が署名または捺印ができない状態にある場合は、同意能力を有する代理人が、患

者の意思を口授して患者名を代筆し、かつ、代理人名、代理人の続柄、代理の理由を附

記することにより、患者本人の署名に代えることができる。

（説明書・同意書の変更）

第１７条 説明書中あるいは同意書中の加除その他の変更は、その場所を二重取消線で変

、 、 、 、更して その旨を附記して署名し かつ 同意者がその変更の場所に印を押さなければ

その効力がない。

（説明書・同意書の様式）

第１８条 説明書・同意書の様式は次の各号である。

一 説明と同意を１様式に包括した説明同意書

二 説明と同意を個別の様式とした説明書および同意書

（説明書の記載方法）

第１９条 説明書は、署名を除き、自筆でなくても構わない。

２ 説明書は、一般的な説明内容を予め記載しておいても構わない。なお、予め記載して

おいた以外の説明を加えた場合には、それを漏れることなく附記しなくてはならない。

（説明書の記載内容）

第２０条 説明書には、次の各号を記載すること。なお、説明事項は、漏れなく簡潔にま

とめ、患者が理解できるように記載しなくてはならない。ただし、説明書が同意書を兼

ねる説明同意書の場合には六号が必要である。

一 患者氏名

二 説明目的（手術名、検査名、麻酔方法、医療行為名）
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三 説明年月日

（ 、 、 、 、 、 ）四 説明事項 必要性 切迫度 期待する結果 伴う危険性 他の選択肢 所要時間等

五 説明医師名及び病院側の同席者名

六 患者の署名及び患者側の立会い者の署名

（同意書の記載要件）

第２１条 同意書は次の各号を満たした文書をいう。

一 患者氏名

.二 説明内容（手術名、検査名、麻酔方法、医療行為名等）

三 説明年月日

四 同意者の署名

五 患者と同意者の続柄

（改廃）

第２２条 この基準の改廃は、診療録等管理委員会で審議し、病院長が決定する。

注解

近親者の範囲は、法定代理人、親権者になっていない親、後見人になっていない配偶者

などのほか、事情によっては子の監護者、精神障害者の保護者とする。
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ブレインバンクについて





お問い合わせ  ブログ  リンク  English

プロジェクトのご案内

ごあいさつ

ブレインバンクとは

研究報告

経過報告

実績報告

ご登録について

お知らせ

おもな該当疾患名

  

 脳や神経・筋肉の病気は医学の進歩によって、これらの病気の症状を改善・治療する各種
の薬が開発されてきましたが、いまだに根本的な治療法は確立していません。

 根本的な治療法を確立するには、病気の患者の死後脳を試料として研究し、脳の中で起
こっている異常と病気の成り立ちを明らかにすることが重要です。これらの神経難病の原因

究明と治療法の開発を目指す研究に提供することを前提として、人の死後脳組織を系統的

に保存するための機関であるブレインバンク（Brain Bank：脳バンク）は、脳の病気を研究す
るためには欠かすことのできない機構ですが、残念ながら日本ではまだ十分に組織化され

ていません。

 そこで、私たちは脳や神経・筋肉の病気を克服することを目標に、献脳生前同意登録ブレ
インバンクを設立しました。これは、脳や神経・筋肉の病気の研究を進めるためには、患者

とご遺族の双方に死後脳を用いた研究の重要性とブレインバンクの活動に対する十分なご

理解と同意を得たうえで、患者の亡くなられた後にその脳をブレインバンクに“提供（寄
託）”していただくことが重要であると考えるからです。

献脳生前同意登録ブレインバンク 
以下、「ブレインバンクと略」 

プロジェクトのご案内

ブレインバンクとは

設立の目的

ブレインバンクの組織

本サイト上の写真・文章などを許可なく転載することを禁じます。

神経疾患ブレインバンク

お問い合わせ  ブログ  リンク  English

プロジェクトのご案内 ホーム ご登録について お知らせ おもな該当疾患名



登録事務局拠点協力病院

１．新潟大学脳研究所神経内科

  新潟市中央区旭町通1-757

２．名古屋大学神経内科

  名古屋市昭和区鶴舞町65



剖検協力病院

１．国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部

  東京都小平市小川東町4-1-1

２．順天堂大学病院

  東京都文京区本郷3-1-3

３．東京都健康長寿医療センター

  東京都板橋区栄町35-2

４．愛知医科大学加齢医科学研究所

  愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21

５．新潟大学脳研究所神経内科

  〒951-8585 新潟市中央区旭町通1-757 
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センター独自の患者満足度調査について





e

    入院患者さまアンケート調査のご協力のお願い

 
当院では患者様の入院生活が快適で、満足していただける病院となるよう職員一同

こころがけております。

当院で受けられた治療や検査や様々なサービスをどのように思われましたか。患者様の

率直な意見をお伺いし､よりよい病院づくりのために今後の参考にさせていただきたいと

思います。大変お手数ですが、このアンケートにお答えいただければ幸いに存じます。

平成 24年２月１日～２月２９日の間に退院される方にお願いしています。なお、結果は

統計的に処理し個人を特定しての利用はいたしません。

                  国立精神・神経医療研究センター病院

【１】あなたが受けた治療*の質はどの程度でしたか。ひとつだけ○印を付けてください。

      ４            ３         ２         １    
大変よい      よい       まあまあ       よくない

【２】あなたが望んでいた治療*は受けられましたか。ひとつだけ○印を付けてください。

    １         ２         ３         ４   

全く受けなかった   そうでもなかった    だいたい受けた       充分受けた

【３】この治療*は、どれくらいあなたにとって必要なものでしたか。ひとつだけ○印を

付けてください。

      ４            ３         ２         １    
ほぼすべて      だいたい      いくつかは    全く必要としたの

必要としたもの   必要としたもの    必要としたもの    ではなかった

【４】もし知人が同じ援助を必要としていたら、この治療*を推薦しますか。ひとつだけ

○印を付けてください。

   １         ２         ３         ４     

絶対にしない   しないと思う      すると思う     必ずする

【５】困っていることに対して充分に「時間」をかけた援助を受けたと満足していますか。

ひとつだけ○印を付けてください。

   １         ２         ３         ４     

とても不満      どちらでもないか        ほぼ満足           とても満足

少し不満
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【６】この治療*を受けたことで、以前よりも、あなたが自分の問題に対処するのに役立ち

ましたか。ひとつだけ○印を付けてください。

      ４            ３         ２         １    
大いに役立った    まあまあ役立った     全く役立たなかった 悪影響を及ぼした

【７】全体として、一般的にいってあなたの受けた治療*に満足していますか。ひとつだ

け○印を付けてください。

      ４            ３         ２         １    
とても満足     だいたい満足   どちらでもないか    とても不満

少し不満

【８】また援助が必要になったとき、この治療*をもう一度受けたいと思いますか。

ひとつだけ○印を付けてください。

   １         ２         ３         ４     

絶対受けない   受けないと思う     受けると思う    必ず受ける

注【1】~【8】*治療とは治療・プログラムのことで、診療・検査・ケアなどの包括的な表現です。

【９】当院の職員について

(１)受付・事務・会計職員の言動や態度であてはまる番号にひとつだけ○印を付けてくだ

さい。

 ①満足  ②まあまあ満足  ③どちらともいえない  ④やや不満  ⑤不満

①②を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・身だしなみがよい ・やさしい 
・説明がわかりやすい・言葉使いがよい

・対応が早い

・その他（           ）

④⑤を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・身だしなみが悪い  ・冷たい 
・説明が悪かったりわかりにくい

・言葉使いが悪い   ・対応が遅い 
・その他（           ）

(２)医師の言動や態度であてはまる番号にひとつだけ○印を付けてください。

①満足  ②まあまあ満足  ③どちらともいえない  ④やや不満  ⑤不満

①②を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・身だしなみがよい ・やさしい 
・説明がわかりやすい・言葉使いがよい

・対応が早い 
・その他（           ）

④⑤を選ばれた理由について､あてはまる

ものにすべてに○印を付けてください。

・身だしなみが悪い  ・冷たい 
・説明がわかりにくい

・言葉使いが悪い   ・対応が遅い 
・その他（            ）
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(３)看護師の言動や態度であてはまる番号にひとつだけ○印を付けてください。

①満足  ②まあまあ満足  ③どちらともいえない  ④やや不満  ⑤不満

①②を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。 
・身だしなみがよい  ・やさしい 
・説明がわかりやすい ・言葉使いがよい
・対応が早い 
・その他（           ）

④⑤を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・身だしなみが悪い   ・冷たい 
・説明が悪かったりわかりにくい

・言葉使いが悪い・対応が遅い 
・その他（           ）

（4）医師や看護師など医療スタッフのチームワークであてはまる番号にひとつだけ○印

を付けてください。

①満足  ②まあまあ満足  ③どちらともいえない  ④やや不満  ⑤不満

①②を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・スタッフの人間関係が良い 
・情報が共有されて安心できる

・名前・服薬・処置の時に必ず確認してく

れる   
・その他（           ）

④⑤を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・スタッフの人間関係が悪い  
・同じことを別の職員から何度も聞かる 
・氏名・服薬・処置など間違えられる    
・その他（        ）

【10】病院の給食について、あてはまる番号にひとつだけ○印を付けてください。

①満足  ②まあまあ満足  ③どちらともいえない  ④やや不満  ⑤不満

①②を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・おいしい  ・メニューが多彩 
・量が適当  ・盛りつけ方が良い
・その他（           ）

④⑤を選ばれた理由について､あてはまる

ものすべてに○印を付けてください。

・まずい   ・メニューがワンパターン
・量が不適当 ・盛りつけ方が悪い
・盛りつけ方が悪い

・その他（                     ）        

【11】あなた自身のことについて、差し支えのない範囲でご回答ください。

１．はじめにあなたの性別、年齢についてあてはまる番号に○印を付けてください。

 あなた(患者様)の性別   ①男性  ②女性
 あなた(患者様)の年齢   ①10歳代  ②20歳代  ③30歳代  ④40歳代

⑤50歳代  ⑥60歳代  ⑦70歳以上

                



4

２．これまでの当院の入院回数について、あてはまる番号に○印を付けてください。

 ①初めて  ②2回目以上

３．今回の入院期間について、あてはまる番号に○印を付けてください。

 ①3日未満 ②３~１週間未満  ③１~２週間未満  ④2週間~1ヶ月未満 
⑤1ヶ月以上~2ヶ月未満  ⑥2ヶ月以上~1年間 ⑦1年間以上

４．入院が決まってから入院までの期間のあてはまる番号に○印を付けてください。

①3日以内  ②１週間以内  ③１~２週間以内  ④2週間~3週間以内 
 ⑤3~4週間以内 ⑥４週間以上

５．当院を選ばれた理由について、あてはまるものすべてに○印を付けてください。

 ①自宅・職場・学校から近い  ②かかりつけ医師がいる  ③親切だから 
④名医・専門医がいる  ⑤診療科目が多い  ⑥医療設備がよい  ⑦建物がきれい
⑧経済的負担が少ない ⑨他医からの紹介  ⑩診察日・診療時間の都合がよい
⑪他の病院に不満があった  ⑫国立病院だから ⑬その他

６．今回の入院で受けた治療について、あてはまるものすべてに○印を付けてください。

 ①検査  ②人間ドック  ③手術  ④点滴や薬による治療  ⑤薬剤師の薬の説明
 ⑥リハビリテーション  ⑦その他

【12】当院へのご意見・ご要望があればお書きください。

ご協力ありがとうございました



NC
NP
患
者
満
足
度
　
集
計
結
果
（概
要
）

＜
全
体
＞

ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
枚
数
　
８
０
枚
　
（２
月
の
退
院
患
者
数
　
２
８
８
人
）

回
収
率
　
２
７
．
８
％

＜
項
目
別
＞
※
　
【１
】～
【８
】に
つ
い
て
は
、
４
点
満
点
で
４
点
に
近
い
ほ
ど
、
評
価
が
高
い
。

【１
】あ
な
た
が
受
け
た
治
療

*の
質
は
ど
の
程
度
で
し
た
か
。
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

2.
8

3.
5

3
3

3.
2

【２
】あ
な
た
が
望
ん
で
い
た
治
療

*は
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
。
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

3.
1

3.
6

3.
3

2.
3

3.
3

【３
】こ
の
治
療

*は
、
ど
れ
く
ら
い
あ
な
た
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
し
た
か
。
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

付
け
て
くだ
さ
い
。

3.
4

3.
5

3.
1

3
3.

4

【４
】も
し
知
人
が
同
じ
援
助
を
必
要
と
し
て
い
た
ら
、
こ
の
治
療

*を
推
薦
し
ま
す
か
。
ひ
と
つ
だ
け

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

3
3.

3
2.

9
2

3.
1

【５
】困
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
充
分
に
「時
間
」を
か
け
た
援
助
を
受
け
た
と
満
足
し
て
い
ま
す
か
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

2.
7

3
3

2.
7

2.
9

【６
】こ
の
治
療

*を
受
け
た
こ
と
で
、
以
前
よ
り
も
、
あ
な
た
が
自
分
の
問
題
に
対
処
す
る
の
に
役
立

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

ち
ま
し
た
か
。
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

3.
2

3.
5

3.
3

3.
3

3.
3

【７
】全
体
と
し
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
あ
な
た
の
受
け
た
治
療

*に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。
ひ
と
つ
だ

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

3
3.

4
3.

1
2.

7
3.

2

【８
】ま
た
援
助
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
治
療

*を
も
う
一
度
受
け
た
い
と
思
い
ま
す
か
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

2.
9

3.
4

2.
7

2
3

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

3
3.

4
3.

1
2.

7
3.

2
合
計



＜
項
目
別
＞
※
　
【９
】～
【１
０
】に
つ
い
て
は
、
５
点
満
点
で
１
点
に
近
い
ほ
ど
、
評
価
が
高
い
。

【９
】当
院
の
職
員
に
つ
い
て

(１
)受
付
・事
務
・会
計
職
員
の
言
動
や
態
度
で
あ
て
は
ま
る
番
号
に
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

付
け
て
くだ
さ
い
。

1.
9

1.
5

1.
5

2.
5

1.
7

＜
理
由
＞
複
数
回
答

13
.6

%
21

.4
%

26
.4

%
15

.7
%

18
.6

%
3.

6%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

7%
0.

0%

(２
)医
師
の
言
動
や
態
度
で
あ
て
は
ま
る
番
号
に
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

1.
7

1.
3

1.
5

1.
3

1.
5

＜
理
由
＞
複
数
回
答

12
.9

%
25

.8
%

24
.5

%
14

.7
%

17
.2

%
2.

5%
0.

0%
0.

6%
0.

6%
0.

6%
0.

6%
0.

0%

・身
だ
し
な
み
が
よ
い

・や
さ
し
い

・説
明
が
わ
か
り
や
す
い

・言
葉
使
い
が
よ
い

・対
応
が
は
や
い

・そ
の
他
（良
い
）

・や
さ
し
い

・説
明
が
わ
か
り
や
す
い

・身
だ
し
な
み
が
悪
い

・冷
た
い

・言
葉
使
い
が
よ
い

・対
応
が
は
や
い

・説
明
が
わ
か
り
に
く
い

・言
葉
使
い
が
悪
い

・対
応
が
遅
い

・そ
の
他
（悪
い
）

・そ
の
他
（良
い
）

・身
だ
し
な
み
が
悪
い

・冷
た
い

・説
明
が
わ
か
り
に
く
い

・言
葉
使
い
が
悪
い

・対
応
が
遅
い

・そ
の
他
（悪
い
）

・身
だ
し
な
み
が
よ
い

13
.6
%

21
.4
%

26
.4
%

15
.7
%

18
.6
%

3.
6%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
7%
0.
0%

・身
だ
し
な
み
が
よ
い

・や
さ
し
い

・説
明
が
わ
か
り
や
す
い

・言
葉
使
い
が
よ
い

・対
応
が
は
や
い

・そ
の
他
（良
い
）

・身
だ
し
な
み
が
悪
い

・冷
た
い

・説
明
が
わ
か
り
に
くい

・言
葉
使
い
が
悪
い

・対
応
が
遅
い

・そ
の
他
（悪
い
）

12
.9
%

25
.8
%

24
.5
%

14
.7
%

17
.2
%

2.
5%

0.
0%

0.
6%

0.
6%

0.
6%

0.
6%

0.
0%

・身
だ
し
な
み
が
よ
い

・や
さ
し
い

・説
明
が
わ
か
り
や
す
い

・言
葉
使
い
が
よ
い

・対
応
が
は
や
い

・そ
の
他
（良
い
）

・身
だ
し
な
み
が
悪
い

・冷
た
い

・説
明
が
わ
か
り
に
くい

・言
葉
使
い
が
悪
い

・対
応
が
遅
い

・そ
の
他
（悪
い
）



(３
)看
護
師
の
言
動
や
態
度
で
あ
て
は
ま
る
番
号
に
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

2.
3

1.
3

1.
6

1.
7

1.
7

＜
理
由
＞
複
数
回
答

14
.4

%
22

.2
%

22
.2

%
14

.9
%

17
.0

%
3.

1%
0.

0%
1.

5%
1.

5%
1.

5%
1.

0%
0.

5%

（4
）医
師
や
看
護
師
な
ど
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
あ
て
は
ま
る
番
号
に
ひ
と
つ
だ
け
○
印

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

を
付
け
て
くだ
さ
い
。

2.
1

1.
6

1.
7

1.
7

1.
8

＜
理
由
＞
複
数
回
答

27
.4

%
29

.2
%

32
.7

%
2.

7%
0.

9%
4.

4%
0.

9%
1.

8%

・や
さ
し
い

・身
だ
し
な
み
が
よ
い

・そ
の
他
（良
い
）

・説
明
が
わ
か
り
や
す
い

・言
葉
使
い
が
よ
い

・そ
の
他
（良
い
）

・そ
の
他
（悪
い
）

・身
だ
し
な
み
が
悪
い

・冷
た
い

・説
明
が
わ
か
り
に
く
い

・言
葉
使
い
が
悪
い

・対
応
が
遅
い

・ス
タ
ッ
フ
の
人
間
関
係
が
よ
い

・情
報
が
共
有
さ
れ
て
安
心
で
き
る

・氏
名
・服
薬
・処
置
な
ど
間
違
え
ら
れ
る

・そ
の
他
（悪
い
）

・ス
タ
ッ
フ
の
人
間
関
係
が
悪
い

・同
じ
こ
と
を
別
の
職
員
か
ら
何
度
も
聞
か
れ
る

・名
前
・服
薬
・処
置
の
時
に
必
ず
確
認
し
て
くれ
る

・対
応
が
は
や
い

14
.4
%

22
.2
%

22
.2
%

14
.9
%

17
.0
%

3.
1%

0.
0%

1.
5%

1.
5%

1.
5%

1.
0%

0.
5%

・身
だ
し
な
み
が
よ
い

・や
さ
し
い

・説
明
が
わ
か
り
や
す
い

・言
葉
使
い
が
よ
い

・対
応
が
は
や
い

・そ
の
他
（良
い
）

・身
だ
し
な
み
が
悪
い

・冷
た
い

・説
明
が
わ
か
り
に
くい

・言
葉
使
い
が
悪
い

・対
応
が
遅
い

・そ
の
他
（悪
い
）

27
.4
%

29
.2
%

32
.7
%2.
7%

0.
9%

4.
4%

0.
9%

1.
8%

・ス
タ
ッ
フ
の
人
間
関
係
が
よ

い ・情
報
が
共
有
さ
れ
て
安
心

で
き
る

・名
前
・服
薬
・処
置
の
時
に

必
ず
確
認
し
て
くれ
る

・そ
の
他
（良
い
）

・ス
タ
ッ
フ
の
人
間
関
係
が
悪

い ・同
じ
こ
と
を
別
の
職
員
か
ら

何
度
も
聞
か
れ
る

・氏
名
・服
薬
・処
置
な
ど
間

違
え
ら
れ
る

・そ
の
他
（悪
い
）



【1
0】
病
院
の
給
食
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
番
号
に
ひ
と
つ
だ
け
○
印
を
付
け
て
くだ
さ
い
。

障
害

一
般

精
神

司
法

平
均

2.
6

2.
2

2.
6

3
2.

5
＜
理
由
＞
複
数
回
答

21
.6

%
22

.7
%

18
.6

%
10

.3
%

5.
2%

9.
3%

5.
2%

2.
1%

3.
1%

2.
1%

・メ
ニ
ュ
ー
が
多
彩

・ま
ず
い

・量
が
適
当

・盛
り
つ
け
方
が
良
い

・メ
ニ
ュ
ー
が
ワ
ン
パ
タ
ー
ン

・量
が
不
適
当

・盛
り
つ
け
方
が
悪
い

・そ
の
他
（悪
い
）

・そ
の
他
（良
い
）

・お
い
し
い

21
.6

%

22
.7
%

18
.6
%

10
.3
%

5.
2%9.

3%

5.
2%

2.
1%

3.
1%

2.
1%

・お
い
し
い

・メ
ニ
ュ
ー
が
多
彩

・量
が
適
当

・盛
り
つ
け
方
が
良
い

・そ
の
他
（良
い
）

・ま
ず
い

・メ
ニ
ュ
ー
が
ワ
ン
パ
タ
ー
ン

・量
が
不
適
当

・盛
り
つ
け
方
が
悪
い

・そ
の
他
（悪
い
）



【1
1】
あ
な
た
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
、
差
し
支
え
の
な
い
範
囲
で
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

(1
)あ
な
た
の
性
別

男
性
　
５
７
％

女
性
　
４
３
％

(2
)あ
な
た
の
年
齢

１
０
歳
代
　
１
．
５
％

２
０
歳
代
　
１
１
．
８
％

３
０
歳
代
　
２
３
．
５
％

４
０
歳
代
　
８
．
８
％

５
０
歳
代
　
１
７
．
７
％

６
０
歳
代
　
１
３
．
２
％

７
０
歳
代
　
２
３
．
５
％

(3
)こ
れ
ま
で
の
当
院
の
入
院
回
数

初
め
て
　
４
７
％

２
回
目
以
降
　
５
３
％

(4
)今
回
の
入
院
期
間

３
日
以
内
　
１
０
．
５
％

１
週
間
未
満
　
５
．
３
％
２
週
間
未
満
　
１
９
．
７
％

１
ヶ
月
未
満
　
２
５
．
０
％

２
ヶ
月
未
満
　
１
８
．
４
％

１
年
未
満
　
１
７
．
１
％

１
年
以
上
　
３
．
９
％

(5
)入
院
が
決
定
し
て
か
ら
実
際
に
入
院
と
な
っ
た
待
ち
期
間

３
日
以
内
　
２
４
．
７
％

１
週
間
以
内
　
１
０
．
４
％
２
週
間
以
内
　
２
３
．
４
％

３
週
間
以
内
　
１
５
．
６
％

４
週
間
以
内
　
６
．
５
％
４
週
間
以
上
　
１
９
．
５
％

(6
)当
院
を
選
ん
だ
理
由

①
自
宅
・職
場
・学
校
か
ら
近
い

４
．
２
％

②
か
か
り
つ
け
医
師
が
い
る

１
４
．
９
％

③
親
切
だ
か
ら

５
．
４
％

④
名
医
・専
門
医
が
い
る

２
４
．
４
％

⑤
診
療
科
目
が
多
い

２
．
４
％

⑥
医
療
設
備
が
よ
い

１
１
．
３
％

⑦
建
物
が
き
れ
い

４
．
８
％

⑧
経
済
的
負
担
が
少
な
い

３
．
０
％

⑨
他
医
か
ら
の
紹
介

１
２
．
５
％

⑩
診
察
日
・診
療
時
間
の
都
合
が
よ
い

１
．
２
％

⑪
他
の
病
院
に
不
満
が
あ
っ
た

７
．
１
％

⑫
国
立
病
院
だ
か
ら

６
．
５
％

⑬
そ
の
他

２
．
４
％



患
者
満
足
度
調
査
Ｃ
Ｓ
Ｑ
－
８
Ｊ
他
施
設
と
の
比
較
分
析
結
果
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平
成
２
３
年
度
　
患
者
満
足
度
調
査
シ
ー
ン
別
点
数
（入
院
）　
※
国
立
精
神
病
院
看
護
管
理
者
会
議
の
参
加
病
院

(1
6施
設
）中
で
の
有
効
回
答
数
が
２
桁
以
上
の
施
設
と
の
比
較
（７
施
設
）

分
　
析
　
区
　
分

当
院

A
B

C
D

E
F

G
H

I
K

L
M

N
O

P

１
．
病
院
に
つ
い
て
の
総
合
評
価

4.
52

4.
04

4.
18

4.
69

3.
51

4.
07

3.
94

4.
25

4.
20

4.
45

4.
11

3.
65

4.
43

4.
47

3.
43

3.
87

4.
12

2.
00

（精
神
科
病
院
で
の
順
位
）

(2
)

(1
)

(4
)

(5
)

(3
)

(7
)

(6
)

（全
体
で
の
順
位
）

(1
32
/1
46
)

(4
/1

40
)

(1
38
/1
40
)

(1
31
/1
40
)

(1
34
/1
40
)

(1
21
/1
40
)

(1
26
/1
40
)
(9
1/
14
0)

(1
30
/1
40
)

(1
37
/1
40
)
(9
8/
14
0)

(8
0/

14
0)

(1
39
/1
40
)

(1
36
/1
40
)

(1
29
/1
40
)

(1
40
/1
40
)

（有
効
回
答
数
）

79
61

7
14

39
8

6
2

15
9

5
6

12
22

8
1

２
．
シ
ー
ン
別
点
数

×
×

×
×

×
×

×
×

×

医
師
の
説
明
に
つ
い
て
不
満

4.
51

4.
00

44.
22

4.
52

4.
21

3.
69

4.
33

3.
33

3.
68

入
院
の
手
続
き
に
つ
い
て
不
満

4.
45

4.
02

4.
13

4.
47

3.
75

4.
00

4.
40

3.
42

3.
95

入
院
中
の
生
活
の
説
明
に
不
満

4.
27

3.
85

4.
06

4.
30

3.
58

3.
44

4.
53

3.
42

3.
65

医
師
の
態
度
や
言
葉
使
い
が
悪
い

4.
64

4.
24

4.
32

4.
73

4.
50

4.
29

4.
20

3.
50

4.
15

医
師
の
技
術
や
知
識
に
不
安
を
感
じ
た

4.
59

4.
20

4.
23

4.
73

4.
08

4.
00

4.
60

3.
50

4.
25

看
護
師
の
態
度
、
言
葉
使
い
、
処
置
の
仕
方
に
不
満

4.
53

3.
99

4.
13

4.
53

4.
07

3.
68

4.
21

3.
36

3.
95

入
院
中
に
受
け
た
日
常
生
活
の
介
助
に
つ
い
て
不
満

4.
58

4.
15

4.
30

4.
78

4.
08

4.
38

4.
29

3.
09

4.
16

医
師
や
看
護
師
な
ど
医
療
ｽﾀ
ｯﾌ
の
ﾁｰ
ﾑﾜ
ｰｸ
が
悪
い

4.
52

4.
18

4.
23

4.
67

4.
54

3.
87

4.
57

3.
27

4.
11

受
け
た
検
査
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い

4.
61

4.
36

4.
53

4.
77

4.
56

4.
36

4.
80

3.
55

3.
94

受
け
た
手
術
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い

4.
72

3.
65

4.
53

4.
87

5.
00

3.
80

3.
00

4.
33

受
け
た
治
療
・
処
置
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い

4.
71

4.
29

4.
42

4.
83

4.
64

4.
00

4.
50

3.
40

4.
27

受
け
た
点
滴
、
注
射
、
薬
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い

4.
62

4.
28

4.
29

4.
75

4.
63

4.
19

4.
55

3.
60

3.
93

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
納
得
で
き
な
い

4.
48

4.
24

4.
18

4.
50

4.
33

4.
33

4.
33

3.
67

4.
33

病
院
の
ト
イ
レ
や
浴
室
に
つ
い
て
不
満

4.
27

3.
77

3.
89

4.
48

3.
58

3.
26

3.
79

3.
36

4.
05

病
院
の
廊
下
や
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
が
不
便

4.
40

4.
11

4.
25

4.
62

4.
50

3.
83

4.
33

3.
27

4.
00

病
室
内
の
環
境
に
不
快
や
不
満
を
感
じ
た

4.
30

4.
03

4.
35

4.
55

4.
00

3.
31

4.
50

3.
45

4.
06

入
院
中
の
食
事
が
不
満

4.
17

3.
79

4.
08

4.
26

3.
92

3.
29

3.
79

3.
27

3.
89

病
院
の
そ
の
他
の
設
備
や
環
境
が
不
満

4.
19

3.
77

3.
93

4.
31

3.
75

3.
41

4.
14

3.
27

3.
56

退
院
の
説
明
に
つ
い
て
不
満

4.
41

4.
03

3.
96

4.
55

3.
91

3.
80

4.
71

3.
45

3.
84

23
'全
体

平
均
点

７
施
設
平
均




